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第１章 宇治市交通バリアフリー全体構想改訂の背景と目的     

１．交通バリアフリーに関するこれまでの経緯 

我が国は４人に１人が６５歳以上の高齢者で、高齢者や障害のある人などだれもが自立

した日常生活及び社会生活を営むことのできる社会の構築が急務の課題となっています。 

平成１２年に公共交通機関を利用した移動の円滑化を確保するため、「高齢者、身体障

害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（以下、「交通バリ

アフリー法」という）が施行されました。宇治市では、交通バリアフリー法に基づき計画

的にバリアフリー化を進めるため、平成１７年７月に「宇治市交通バリアフリー全体構想」

（以下、「全体構想」という）を策定し、バリアフリー化に取り組みました。 

このような中、交通バリアフリー法と建築物の円滑な利用を確保するための法律である

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（平

成６年に施行。以下、「ハートビル法」という）を統合し、総合的なバリアフリー化を推

進するための「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下、「バリ

アフリー新法」という）が平成１８年１２月に施行され、対象者や対象施設、対象地域、

対象経路などが拡大されました。さらに、平成２３年３月に国の基本方針が改められ、バ

リアフリー化に関する整備目標や目標年度が見直されました。 

 

【国】                 【市】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通バリアフリー法の施行 
【対象】駅等の旅客施設、電車・バス等の車両、 

駅を中心とした周辺道路等 

平成 12年 

国の基本方針 
乗降客数 5,000人/日以上の駅が対象 
目標年度は平成 22年度 

バリアフリー新法の施行 
【対象】旅客施設、周辺道路等のほか、建築物、 

路外駐車場、都市公園等も対象施設に 

平成 18年 

ハートビル法と統合・拡充。 

国の基本方針変更 
乗降客数 3,000人/日以上の駅を対象に拡充。 
目標年度は平成 32年度に設定。 

平成 23年 

「宇治市交通バリアフリ

ー全体構想」の策定 

平成 17年 

「宇治市交通バリアフリ

ー全体構想」の見直し 

平成 26年 
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２．全体構想改訂の背景と目的 

宇治市の高齢化率★は現在（平成２６年４月１日現在）約２５.０１％と全国平均の約２５.

６％に比べると低いものの、４人に１人が６５歳以上の高齢者となる超高齢社会を迎えてい

ます。 

また、身体障害者数は昭和55年から平成２５年度末にかけて約４倍に増加しており、宇治

市の人口に占める割合は約５.６％となっています。 

このため、高齢者や身体に障害のある人、ベビーカーを利用する子育て世代の人など、だ

れもが住みよいまちにするためには、まず第一に多くの人が利用する駅やその周辺道路を一

体的にバリアフリー化していくことが重要です。 

一方、宇治市内には鉄道駅が１４あり、そのうち１日当たりの駅利用者が５,０００人を超

える駅は１２あります全ての駅で１日当たりの駅利用者が３,０００人を超えています。これ

らのうち、円滑な移動経路が確保されていない駅が４駅(平成２６年現在)あるなど、高齢者

や身体に障害のある人が電車を利用する上でバリア（障壁）が多く存在します。また、駅周

辺道路においても安心して歩ける歩道の整備等まだまだ充分とは言えず、交通バリアフリー

の推進は宇治市の大きな行政課題となっています。 

しかしながら、非常に厳しい財政状況が続く今日においては、宇治市全体を同時にバリア

フリー化していくことは極めて困難です。そこで、宇治市では、交通バリアフリー法に基づ

いてバリアフリー化を計画的に推進するために、平成１７年に「宇治市交通バリアフリー全

体構想」を策定し、当時の国の基本方針に基づき特定旅客施設★である12駅を対象に市内を

7地区に分類して、全市的な観点からよりバリアフリー化の必要性が高く、基本構想を策定

することについて関係機関と協議が整った地区を「重点整備地区」に位置付けました。その

後、基本構想を策定した宇治駅周辺や大久保駅周辺では駅へのエレベーター設置や歩道の整

備などバリアフリー化に関する整備が進められましたが、それ以外の地域では駅のバリアフ

リー化が進んでいないのが実情です。また、平成18年の法改正、平成23年の国が改めた基

本方針といった新たな基準に基づいて、バリアフリー化を進めることも必要となりました。 

このような背景から、さらにバリアフリー化を推進するために、全体構想を見直すことと

なりました。 

 

  

【交通バリアフリーの課題】 

（１）平成１８年に法改正、平成２３年に新たに国の基本方針が策定。 

⇒現在の「宇治市交通バリアフリー全体構想」は平成１７年に策定されており、バリアフリ

ー新法や新たに策定された基本方針に基づく見直しが必要。 

（２）重点整備地区以外の地区では駅のバリアフリー化が進んでいないのが実情。 

⇒バリアフリー化を推進する重要性や事業の進め方の方向性を地区ごとに検討し、事業を重

点的かつ一体的に実施する必要性の高い地区では、重点整備地区として基本構想を策定す

るなど、駅や周辺のバリアフリー化を推進する必要がある。 

「宇治市交通バリアフリー全体構想」の見直しが必要 

★・・・語句説明あり 
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３．バリアフリー新法の基本的な枠組み 

バリアフリー新法は、高齢者や障害者等の移動や施設利用の利便性、安全性の向上を促進する

ことを目的としており、次の通り「国の基本方針」、「基準適合義務等」、「重点整備地区における

移動等の円滑化の重点的・一体的な推進」についての規定等が定められています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移動円滑化の意義及び目標 
・移動円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項 
・基本構想の指針となるべき事項ほか 

国の基本方針 

・以下の施設について、新設や改築等に際し移動等円滑化基準に適合させる義務、

既存の施設を移動等円滑化基準に適合させる努力義務 
 
 
 
 
・特別特定建築物★でない特定建築物★の建築等に際し移動等円滑化基準に適合さ

せる努力義務（特定建築物のうち「京都府福祉のまちづくり条例★」に定められ

たものについては義務） 

基準適合義務等 

・基本構想の策定（市町村） 

重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進 

●旅客施設及び車両等 ●一定の道路 ●一定の路外駐車場 

●都市公園の一定の公園施設 

●特別特定建築物（百貨店、病院、福祉施設等） 

バリアフリー新法 

【基本構想に定める主な事項】        

●重点整備地区の位置及び区域 
重点整備地区とは…生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区、生活関連経路を構

成する施設について移動円滑化の事業が実施されることが特に必要な地区、重点的かつ一体的

に実施することが総合的な都市機能の増進を図るうえで有効かつ適切であると認められる地区 

 
●生活関連施設及び生活関連経路 
生活関連施設とは…高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する

旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設 

生活関連経路とは・・・生活関連施設相互間の経路 

 
●特定事業 
特定事業とは…公共交通特定事業(駅のバリアフリー化等)、道路特定事業など移動円滑化のた

めに必要な施設の整備に関する事業 
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【基本構想の作成とそれに基づく事業の実施】  

ア 市町村による基本構想の策定  

市町村は、主として既存バリア（障壁）の解消を図る目的で、関係者・関係機関と協議

のうえ、「重点整備地区」について、移動円滑化のために実施すべき事業等を記載した「基

本構想」を策定することができます。 

従来、旅客施設とその周辺の道路、駅前広場、信号機等の整備が複数の事業主体によっ

て整合性が確保されないまま行われ、結果として、移動の円滑化に必要な連続性が確保さ

れていないという問題が発生していました。この「基本構想」では、計画段階から各事業

主体が参加し、一体的な整備を進める体制を「法律上の仕組み」として規定したものであ

り、効率的な整備を進める上で極めて大きな役割を果たします。  

 

イ 基本構想に基づく事業の実施  

「基本構想」が作成された場合、公共交通事業者・道路管理者・公安委員会等の施設設

置管理者は、「基本構想」に則して事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を重

点的かつ一体的に実施するものとされています。 

この規定は、各事業主体に対して基本構想に基づいて事業を実施する責務を法律に明記

したものであり、実効性を担保する上で大きな意味を有します。 

また、基本構想が策定された地区で交通事業者が旅客施設のバリアフリー化を実施する

場合、国や自治体の補助を受けやすくなり、バリアフリー化を推進することができます。 

 

４．全体構想の位置付け  

この「宇治市交通バリアフリー全体構想」は、今後宇治市がバリアフリー新法に基づいて「基

本構想」を作成する際の指針となるほか、宇治市における交通バリアフリーの推進に関する基本

的な方針を示すものです。 

また、この全体構想はバリアフリー新法に基づく国の基本方針をはじめ「宇治市都市計画マス

タープラン★」や「宇治市障害者福祉基本計画★」などの上位・関連計画に則すると共に、これら

の諸計画と連携しながら「宇治市第５次総合計画★」の目指す都市像にある「みどりゆたかな住み

たい、住んでよかった都市」の実現をめざすものです。  
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第２章 宇治市交通バリアフリーに関する基本理念・基本方針     

１．基本理念  

宇治市においては、高齢者や身体に障害のある人などをはじめ、すべての人が移動しやすいま

ちづくりをめざします。そのためには、受け皿である「まち」のバリアフリー化だけではなく、

それを利用する人がバリアフリーについて理解し、お互いに支え合うことが必要です。  

この全体構想では、宇治市のバリアフリー化を推進するため、旅客施設や周辺道路の整備だけ

でなく、高齢者や身体に障害のある人などを理解し積極的に手助けできる「心のバリアフリー」

などのソフト施策を推進することを目標とし、基本理念を「すべての人が安心して出かけられる、

やさしさにあふれたまち・宇治」として掲げます。  

すすべべててのの人人がが安安心心ししてて出出かかけけらられれるる、、  

ややささししささににああふふれれたたままちち・・宇宇治治  

 

２．基本方針  

「すべての人が安心して出かけられる、やさしさにあふれたまち・宇治」を実現していくため

に、以下の３つの基本方針を定めます。 

◎すべての人が安全に安心して移動できるまちづくりを推進します。 

移動の際に制約を受けるのは高齢者や身体に障害のある人だけではありません。妊産婦、け

が人、大きな荷物を抱えた人、小さな子どもなどあらゆる人が制約を受けることがあります。

このため、宇治市においてはすべての人が安全に安心して移動できるまちづくりを進めていき

ます。 

◎交通利便性の向上を図り、だれもが快適に過ごせるまちづくりを推進します。 

市内のバリアフリー化を進めるにあたって、当面は重点整備地区における鉄道駅や周辺道路

の整備を最優先すると共に、重点整備地区以外の地区についてもバリアフリー化を含めた交通

利便性の向上につながる整備に努めます。市全体では幹線道路における歩道の整備や生活道路

における歩行者優先の道づくりを推進し、歩行者や自転車利用者の安全性、快適性の向上を図

ります。また、高齢者や身体に障害のある人などの自立した社会生活や社会参加を支援できる

ような交通手段やバス不便地域の解消など、公共交通の在り方について検討し、市民と協働し

交通手段の確保に努めます。 
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◎やすらぎと思いやりにあふれた支え合いのまちづくりを推進します。 

どんなに施設や設備の充実が図られたとしても、それを利用する人がルールやマナーを守ら

なければ、バリアフリーが実現されたとは言えません。 

また、高齢者や身体に障害のある人などに対するちょっとした気遣いや手助けによってバリ

ア（障壁）が解消されることもあります。 

このため、宇治市においてはルールやマナーの向上を図ると共に、市民一人ひとりが交通バ

リアフリーに対する理解を深め、高齢者や身体に障害のある人などに対する無関心や誤解、偏

見や差別などといった「心のバリア」を取りのぞくための取り組みを進めていきます。 

 

３．目標年度  

「宇治市交通バリアフリー全体構想」の整備目標年度は、バリアフリー新法に基づく国の

基本方針に則して平成３２年度とします。 

しかしながら、地域の抱える課題は多様であり限られた期間でバリアフリー化に関する全

ての課題を解決することは困難であることから、今後重点整備地区において策定される基本

構想の整備目標年度は原則平成３２年度とするものの、関係機関等との協議状況に応じて柔

軟に対応するものとし、宇治市全体の交通バリアフリー化についてもその進捗に応じて柔軟

に対処し、できることから事業を進めていくものとします。  

 

 



9 
 

第３章 宇治市内の旅客施設及び周辺状況           

１．地区の設定 

宇治市交通バリアフリー全体構想では、交通バリアフリー法において特定旅客施設を中

心とした徒歩圏内（おおよそ５００ｍ～１ｋｍの範囲）を重点整備地区とする規定に基づ

き、駅を中心とした徒歩圏をひとつの地区と考え、下の図のように７つの地区に分けまし

た。 

バリアフリー新法では特定旅客施設を含むことが必ずしも必須とされていませんが、平

成２３年３月に新しく国が定めた基本方針において、特定旅客施設を含む重点整備地区を

設定することが特に求められているとされていることから、引き続き、駅周辺の７つの地

区のバリアフリー化に取り組むものとします。 
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エレベーター - ○ - - - - ○ ○ - ○ - × - -

スロープ - - × ○ - ○ - - - - ○ △ ○ -

上りエスカレーター ○ ○ - - - - ○ - - - - - - ○

下りエスカレーター △ - - - - - - - - - - - - -

エレベーター × ○ × - × - ○ - - ○ - × ○ ○

誘導ブロック 連続した誘導ブロック ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

音声案内設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文字情報設備 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

点字表示 点字料金表示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

トイレ 車いす対応トイレ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

休憩施設 ベンチ、待合所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

転落防止設備 警告ブロック、転落防止柵 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

車いす対応券売機 車いす対応券売機 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

幅広改札口 幅広改札口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

有人窓口 有人窓口、受付カウンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ホーム その他 内方線 ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × × ・地下鉄六地蔵駅はホームドア。

【凡例】　○：整備済　　　×：未整備　　　△：一部に不備あり　　　－：必要なし

個別設備

移動施設

地上出入口

　　　　～改札口

・京阪三室戸駅は券売機前にも傾斜があ

る。

・近鉄伊勢田駅はホームの横に改札口を

通らないスロープがある。

改札口

　　　～ホーム

・ＪＲ六地蔵駅の下りエスカレーターは上

りと兼用

・近鉄伊勢田駅はホームの横に改札口を

通らないスロープがある。

情報案内

設備

・ＪＲ木幡駅トイレに至る誘導ブロックな

し。

・文字情報設備については近接表示のみ

の駅がある。

運行情報

利便設備
・京阪三室戸駅、近鉄小倉駅・伊勢田駅・

大久保駅は待合室あり。

小倉 大久保

備考

地区名 六地蔵 木幡 黄檗 宇治

２．旅客施設のバリアフリー状況 

（１）市内の旅客施設 

市内では１４の全ての駅が国の基本方針にあるバリアフリー化の対象とする３,０００人

以上の乗降があり、その内、特定旅客施設は１３駅存在します。 

①旅客施設の１日あたりの平均乗降客数（人/日） 

各鉄道事業者より資料提供  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）旅客施設のバリアフリー状況 

旅客施設のバリアフリー状況を調査した結果は以下の通りです。１４駅のうち、バリ

アフリー新法に基づいた円滑な移動経路の確保ができていない駅は赤枠の４駅です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年度以降に改善された箇所    地下鉄六地蔵駅とホーム(内方線★)の欄は今回より表示 

（近鉄各駅は平成24年の乗降客調査結果より。他の駅は平成25年度の年間乗客数より算出） 
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ア 移動設備の整備状況 

市内１４の鉄道駅の内、地上出入口～改札口～ホームまで段差解消され連続的な移動

経路が確保されている鉄道駅は市内に１０駅あり、残る４駅（ＪＲ六地蔵駅・木幡駅・

黄檗駅、近鉄伊勢田駅）につきましては、連続的な移動経路が未整備となっています。 

 

イ 情報案内設備の整備状況 

  ○誘導ブロック（視覚障害者誘導ブロック） 

ほぼ全ての鉄道駅で連続した誘導ブロックの敷設が完成しています。 

○運行情報（音声案内、文字情報） 

市内１４の鉄道駅全てに車両入線時の音声案内等が整備されており、車両の運行状況

などを表す文字情報設備は６駅（ＪＲ六地蔵駅・宇治駅・新田駅、近鉄大久保駅、京

阪宇治駅、京都市営地下鉄六地蔵駅）に整備されています。 

○点字表示 

ほぼ全ての鉄道駅で点字料金表示が整備されています。 

 

ウ 利便設備の整備状況 

車椅子の方にも対応している多機能トイレ★は、ほぼ全ての鉄道駅で整備されていま

す。ベンチは全ての駅で整備されており、待合室も整備されている鉄道駅が４駅（近

鉄小倉駅・伊勢田駅・大久保駅、京阪三室戸駅）あります。 

 

エ 個別設備の整備状況 

○転落防止設備 

鉄道駅ホームにおける転落防止設備として、警告ブロック及び内方線、ホーム端部の

転落防止柵があります。警告ブロック及びホーム端部の転落防止柵は、市内の全ての

鉄道駅で整備されています。 

内方線については、６駅に整備されており、１駅にはホームドアが整備されています。 

○券売機 

車椅子に対応した券売機は、市内全ての鉄道駅で整備がされています。しかし、蹴り

込みが少ない券売機もあります。 

○改札 

市内すべての鉄道駅で有効幅が80ｃｍ以上の幅広改札が整備されています。 

○有人窓口 

市内すべての鉄道駅で筆談や介助の相談等ができる有人窓口が整備されています。 
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３．旅客施設周辺の状況 

【六地蔵駅周辺地区】乗降客数(平成25年度)：ＪＲ六地蔵駅15,312人/日、地下鉄六地蔵駅12,330人/日 

宇治市の北端に位置し、ＪＲ奈良線・京阪宇治線・京都市営地下鉄東西線や駅周辺からバ

スも発着しており、公共交通の結節点となっています。府道大津宇治線や府道京都宇治線な

どの幹線道路もあり、宇治市を訪れる際の北の玄関口にあたります。府道京都宇治線や京都

市道外環状線に沿って、イトーヨーカドー、イズミヤなどの大規模商業施設や六地蔵病院、

武田総合病院などの医療施設が立地しており、利便性の高い地区を形成しています。また、

利便性の向上に伴い、周辺ではマンション開発が進み、高層マンションが立ち並んでいます。 

 

 

 

公共施設 六地蔵交番、御蔵山郵便局、コミュニティワークこはた館

医療・福祉施設 北木幡保育所、登り保育園、第2登り保育園、六地蔵総合病院

学校施設 河原青少年センター、木幡小学校

商業施設・商店街 イトーヨーカドー、御蔵山商店街、イズミヤ、MOMO、ジョーシン、ロクモール商店街

観光施設・寺社仏閣 ―

● 鉄道駅 ＪＲ六地蔵駅、京都市営地下鉄六地蔵駅、京阪六地蔵駅

幅員2.5ｍ以上の歩道

幅員2.5ｍ未満の歩道

地区内の主な特定建築物等

ジョーシン 

六地蔵総合病院 

イトーヨーカドー 

御蔵山商店街 

木幡小学校 

御蔵山郵便局 

六地蔵交番 

ＭＯＭＯ 

イズミヤ 

コミュニティワークこはた館 

河原青少年センター 北木幡保育所 

登り保育園 

京阪六地蔵駅 

地下鉄六地蔵駅 

ロクモール商店街 

第2登り保育園 

駅を中心とした半径 500ｍの円の範囲 

ＪＲ六地蔵駅 
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【木幡駅周辺地区】乗降客数(平成25年度)：ＪＲ木幡駅5,490人/日、京阪木幡駅6,197人/日 

ＪＲ木幡駅及び京阪木幡駅を中心に住宅系の市街地が広がっており、木幡公民館、木幡保

育所、木幡地域福祉センター及び木幡郵便局などの公共施設が点在しています。ＪＲ木幡駅

東側には丘陵地に住宅街がひろがり、西側には、古くからの民家が残っています。また、京

阪木幡駅西側にはパナソニック工場、木幡池、そして団地の風景が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設 木幡郵便局、木幡行政サービスコーナー、木幡交番、木幡公民館

医療・福祉施設 木幡地域福祉センター、木幡保育所

学校施設 木幡中学校、木幡幼稚園

商業施設・商店街 ―

観光施設・寺社仏閣 ―

● 鉄道駅 ＪＲ木幡駅、京阪木幡駅

幅員2.5ｍ以上の歩道

幅員2.5ｍ未満の歩道

地区内の主な特定建築物等

木幡郵便局 

木幡中学校 

木幡交番 

木幡保育所 京阪木幡駅 

木幡公民館 

木幡行政サービスコー

木幡地域福祉センター 

ＪＲ木幡駅 

木幡幼稚園 

駅を中心とした半径 500ｍの円の範囲 




